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議案第４５号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律が改正され，地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するこ

ととされたことに伴い，個人番号カードの再交付に係る手数料を廃止するため，

これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市手数料条例の一部を改正する条例 

 

常総市手数料条例（平成１２年水海道市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

別表個人番号カードの再交付（有効期間の満了に伴う交付を除く。）の項を削

る。 

附 則 

この条例は，令和３年９月１日から施行する。 
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議案第４６号 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の改正に伴い，本則中で引用する同法の条項番号を改めるため，これを提出

する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 

常総市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年常総

市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

第４条第２項ただし書及び第３項ただし書中「第１９条第７号」を「第１９条

第８号」に改める。 

第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第４７号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 財産の種別及び数量 消防ポンプ自動車 １台 

２ 取 得 の 目 的 常総市消防団用 

３ 取 得 の 方 法 一般競争入札 

４ 取 得 金 額 ２０，８４７，６２０円 

５ 取 得 の 相 手 方 茨城県古河市幸町１番４５号 

小池株式会社 

代表取締役 小池 裕之 

 

提案理由 

本案は，去る７月２９日に一般競争入札を行った消防ポンプ自動車の取得につ

いて，予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例に定める額を超えていることから，落札者と仮契約を締結したので，これを提

出する。 
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議案第４８号 

 

常総市情報公開条例等の一部を改正する条例について 

 

常総市情報公開条例等の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議

決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律の公布に伴い，関係する条例において所要の改正を行うため，こ

れを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市情報公開条例等の一部を改正する条例 

 

（常総市情報公開条例の一部改正） 

第１条 常総市情報公開条例（平成１３年水海道市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第２号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第２条第２項」に改める。 

（常総市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 常総市個人情報保護条例（平成１４年水海道市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２号ア中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号」に，「行政機関個人情報保護法」を「個人情報保護法」に，「第２条第

３項」を「第２条第２項」に改め，同条第４号中「行政機関個人情報保護法第

２条第４項」を「個人情報保護法第２条第３項」に改める。 

第７条第２項第８号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報保護法第２条第

９項」に改める。 

第２６条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に，「第１９条第７号」を

「第１９条第８号」に改める。 

附 則 

この条例は，デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和３年法律第３７号）附則第２条の規定の施行の日から施行する。ただし，

第２条（常総市個人情報保護条例第２６条の２の改正規定に限る。）の規定は，

公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

 

常総市健康づくり推進協議会設置条例の一部を改正する条例につい

て 

 

常総市健康づくり推進協議会設置条例の一部を改正する条例を次のように定め

たいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，常総市体育協会の名称変更に伴う改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市健康づくり推進協議会設置条例の一部を改正する条例 

 

常総市健康づくり推進協議会設置条例（平成１７年水海道市条例第１０３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第３項第９号中「市体育協会」を「市スポーツ協会」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５４号 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例について 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例を次のように定めたい

ので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，産業の振興，にぎわいの創出，防災機能の強化等を図るための施設と

して道の駅地域振興施設を開設することとし，公の施設として，その設置及び管

理に関し必要な事項を定めるため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 道路利用者に対し，休憩の場を提供するとともに，本市の農産物及び地

域特産品の紹介及び販売を通じた産業の振興並びににぎわいの創出並びに防災

機能の強化を図るための施設として，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。

以下「法」という。）第２４４条の２の規定に基づき，常総市道の駅地域振興

施設（以下「地域振興施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 地域振興施設の名称及び位置は，次のとおりとする。 

(1) 名称 常総市道の駅地域振興施設 

(2) 位置 常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理事業施行地区内保留地

６街区３画地外 

（施設） 

第３条 地域振興施設は，次に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 物販施設 

(2) 飲食施設 

(3) 交流施設 

(4) 情報発信施設 

(5) 広場 

(6) 公衆便所 

(7) 駐車場 

(8) その他附帯施設 

（開館日及び開館時間） 

第４条 地域振興施設の開館日及び開館時間は，規則で定める。 

（事業） 

第５条 地域振興施設は，次に掲げる事業を行う。 

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。 

(2) 観光情報，道路情報等の発信に関すること。 

(3) 市民と来訪者との交流の促進に関すること。 

(4) 農産物，地域特産品等の販売及び飲食物の提供に関すること。 
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(5) 交流人口の増加の促進に関すること。 

(6) 災害への対応に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業に関すること。 

（指定管理者による管理） 

第６条 地域振興施設の管理は，法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

に行わせるものとする。 

２ 指定管理者の指定手続等については，常総市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例（平成１７年水海道市条例第１２号）の定めるところに

よる。 

（指定管理者が行う業務） 

第７条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第５条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

(2) 地域振興施設の維持管理に関する業務 

(3) 別表に掲げる施設（以下「有料施設」という。）の利用の許可に関する業

務 

(4) 有料施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関する

業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 

（管理の基準） 

第８条 指定管理者は，次に掲げる基準により前条の業務（以下「指定管理業

務」という。）を行わなければならない。 

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。 

(2) 地域振興施設の維持管理を適切に行うこと。 

(3) 利用者（次条第１項の規定による許可を受けた者をいう。以下同じ。）及

び来場者（利用者以外の者で地域振興施設に来場するものをいう。以下同

じ。）に対し，平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。 

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。 

（利用の許可） 

第９条 有料施設の全部又は一部を一定期間占有する目的で利用しようとする者

は，あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項

を変更するときも，同様とする。 

２ 指定管理者は，地域振興施設の管理上必要があると認めるときは前項の許可

に条件を付することができる。 
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（許可の基準及び入場の制限） 

第１０条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，前条第１項の

許可をしてはならない。 

(1) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 他人に危害を及ぼし，又は他人の迷惑になるおそれがあると認められると

き。 

(3) 地域振興施設の建物，附属設備等を損傷し，又は滅失するおそれがあると

認められるとき。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行

為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定管理者が地域振興施設の管理上支障があ

ると認めるとき。 

２ 指定管理者は，利用者又は来場者が前項各号のいずれかに該当するときは，

地域振興施設への入場を禁止し，又は地域振興施設から退場を命ずることがで

きる。 

（利用許可の取消し等） 

第１１条 指定管理者は，利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは，利用の許可を取り消し，若しくはその条件を変更し，又は利用を制限

し，若しくはその停止を命ずることができる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反し

たとき。 

(2) 許可に付した条件に違反したとき。 

(3) 前条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(4) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。 

(5) 災害その他の事故により有料施設の利用ができなくなったとき。 

(6) 前各号に定めるもののほか，指定管理者が管理上特に必要があると認める

とき。 

２ 前項の規定を適用したことにより利用者が受けた損害について，市長又は指

定管理者は，その賠償の責めを負わない。 

（目的外利用の禁止） 

第１２条 利用者は，許可を受けた目的以外の目的で有料施設を利用し，又はそ

の利用の権利を譲渡し，若しくは転貸してはならない。 



12 

（特別設備等の許可） 

第１３条 利用者は，有料施設を利用するに当たって，特別の設備をし，又は備

付け以外の器具を使用するときは，あらかじめ指定管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合に生ずる費用は，利用者の負担とする。 

（利用料金） 

第１４条 利用者は，利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金は，別表に定める額の範囲内において，指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は，法第２４４条の２第８項の規定により，指定管理者の収入とし

て収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第１５条 前条第１項の規定にかかわらず，指定管理者は，規則で定める基準に

従い，利用料金を減額し，又は免除することができる。 

（利用料金の返還） 

第１６条 納付された利用料金は，返還しない。ただし，指定管理者は，次の各

号のいずれかに該当すると認められるときは，その全部又は一部を返還するこ

とができる。 

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。 

(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。 

(3) 前２号に定めるもののほか指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

（原状回復の義務） 

第１７条 利用者は，有料施設の利用を終了したとき（利用の許可を取り消され，

又は利用の停止を命ぜられたときを含む。）は，速やかに当該有料施設を原状

に復し，指定管理者の検査を受けなければならない。ただし，指定管理者が，

その必要がないと認めるときは，この限りでない。 

２ 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは，指定管理者が原状に復

し，これに要した費用は，利用者の負担とする。 

（損害賠償） 

第１８条 故意又は過失により地域振興施設の建物，附属設備等を損傷し，又は

滅失した者は，直ちにこれを原状に復し，又はその損害を賠償しなければなら

ない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りではない。 

（市長による管理） 
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第１９条 第６条の規定にかかわらず，市長は，指定管理者の指定を受ける者が

ないとき，指定管理者を指定することができないとき，又は法第２４４条の２

第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消し，若しくは期間を定めて指

定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，指定管理者を指定し，

又は当該停止の期間が終了するまでの間，臨時に，第７条に規定する地域拠点

施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。 

２ 前項の場合における第１０条第２項及び第１７条の規定の適用については，

これらの規定中「指定管理者」とあるのは，「市長」とする。 

３ 第１項の場合（指定管理業務の一部の停止を命じたことによる場合にあって

は，当該停止を命じた指定管理業務に地域拠点施設の利用の許可又は特別設備

等の許可が含まれているときに限る。）における第９条から第１１条まで及び

第１３条の規定の適用については，これらの規定（第１０条第２項及び第１１

条第２項を除く。）中「指定管理者」とあり，及び第１１条第２項中「市長又

は指定管理者」とあるのは「市長」と，第９条第１項及び第１３条第１項中

「ならない」とあるのは「ならない。ただし，指定管理者の許可を受けている

場合は，この限りでない」とする。 

４ 第１項の場合（指定管理業務の一部の停止を命じたことによる場合にあって

は，当該停止を命じた指定管理業務に利用料金の徴収が含まれているときに限

る。）において，第９条第１項の許可を受けた者は，第１４条第１項及び第２

項の規定にかかわらず，別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使

用料を納付しなければならない。この場合において，同条第１項の規定により

指定管理者に既に納付した利用料金があるときは，当該利用料金は，使用料と

みなす。 

５ 前項の場合における第１５条，第１６条及び別表の規定の適用については，

これらの規定（見出しを含む。）中「指定管理者」とあるのは「市長」と，

「利用料金」とあるのは「使用料」とする。 

６ 第１項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後，指定管理

者が指定管理業務を行うこととなった場合における第９条第１項，第１３条第

１項及び第１４条第１項の規定の適用については第９条第１項及び第１３条第

１項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし，市長の許可を受けている

場合は，この限りではない」と，第１４条第１項中「ならない」とあるのは

「ならない。この場合において，第１９条第４項の規定により既に納付した使

用料があるときは，当該使用料は，利用料金とみなす」とする。 
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（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか，地域振興施設の管理等に関し必要な事

項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定の手続，有料施設の利用の許可その他の準備行為は，この

条例の施行前においても，行うことができる。 

（議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正） 

３ 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例（昭和３９年水

海道市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次の１号を加える。 

(21) 道の駅地域振興施設 

（常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

４ 常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成２０年常総市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

別表中第２３項を第２４項とし，第２２項の次に次の１項を加える。 

２３ 常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例（令和３年常総

市条例第 号） 
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別表（第７条，第１４条，第１９条関係） 

区 分 利用単位 利用料金 備 考 

物販施設 １月 売上額に１００分の３０を乗じ

て得た額 

 

飲食施設 １月 売上額に１００分の３０を乗じ

て得た額 

 

交流施設 １日 １㎡につき５００円又は売上額

に１００分の３０を乗じて得た

額のいずれか高い額 

物品の販売及びこれ

に類する行為に利用

する場合 

１時間 ５００円 上記以外の場合 

情報発信施設 １日 １㎡につき５００円又は売上額

に１００分の３０を乗じて得た

額のいずれか高い額 

物品の販売及びこれ

に類する行為に利用

する場合 

１時間 ５００円 上記以外の場合 

広場 １日 １㎡につき５００円又は売上額

に１００分の３０を乗じて得た

額のいずれか高い額 

物品の販売及びこれ

に類する行為に利用

する場合 

１時間 １，０００円 上記以外の場合 

備考 

１ 利用料金の額に１０円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てる

ものとする。 

２ 利用時間に１時間未満の端数があるときは，これを１時間に切り上げて計

算するものとする。 
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議案第５５号 

 

土地改良法による土地改良事業施行に伴う字の区域の一部変更につ

いて 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業施行に伴う字の

区域の一部変更につき，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１

項の規定により，別紙変更調書のとおり議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

 

提案理由 

本案は，本市が施行する市営土地改良事業における三坂町地内の畑地の土地改

良に関し，全ての工事が完了したことから，予定される換地処分に先立って，字

の区域を変更し，字界を換地後の土地の境界に整合させる必要があるため，これ

を提出する。 
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変 更 調 書 

 

三坂町字十区に変更する区域 

三坂町字八区 

５０３７，５０３９ 
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議案第５６号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２５日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 公の施設の名称 水海道あすなろの里（ロッジ棟及びキャンプ場） 

 

２ 指定する団体 東京都目黒区中目黒３丁目３番２号 ＥＧビル８階 

株式会社Ｒｅｃａｍｐ 

代表取締役 丹 埜   倫 

 

３ 指定の期間 令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

提案理由 

本案は，水海道あすなろの里のロッジ棟及びキャンプ場における指定管理者と

して，株式会社Ｒｅｃａｍｐを指定するため，これを提出する。 

 






















